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市
営
住
宅
の
入
居
者

　

入
居
を
希
望
す
る
人
は
、
建
築

住
宅
課
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

９
月
１
日
（
水
）
〜

10
日
（
金
）　　

申
し
込
み
先　

建
築
住
宅
課
（
本

庁
舎
４
階
・
☎
20̶

３
２
９
１
）

種別 団地名 戸数 規格 月額家賃（円）

公営

徳吉 9 3ＤＫ 10,800 ～ 25,800

賀露
1 3ＤＫ 26,800 ～ 44,300

2 2LDK 27,400 ～ 50,600

湖山 1 2LDK 27,600 ～ 45,700

旭町
3 3ＤＫ 20,300 ～ 36,500

1 2 ＤＫ 17,500 ～ 28,900

シルバー 湖山 1 2LDK 26,400～ 43,700

内
容　

鳥
取
市
公
設
地
方
卸
売
市

場
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
の
調
査
及
び
審
議

公
募
す
る
委
員
数　

３
人
程
度

任
期　

委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

会
議
の
開
催　

年
１
回
程
度

報
酬　

９
０
０
０
円
／
出
席
１
回

応
募
資
格

市
内
在
住
の
20
歳
以
上
（
平
成
16

年
９
月
１
日
現
在
）
で
、
平
日
開

催
の
会
議
に
出
席
可
能
な
人

応
募
方
法　
「
鳥
取
市
公
設
地
方

卸
売
市
場
の
運
営
に
つ
い
て
思
う

こ
と
」
を
８
０
０
字
以
内
に
ま
と

め
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

職
業
、
性
別
、
電
話
番
号
を
明
記

の
う
え
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
選
考
の

う
え
決
定
し
ま
す
。

応
募
期
限　

10
月
８
日
（
金
）
必
着

応
募
先　

商
工
振
興
課
（
第
２
庁

舎
１
階
・
☎
20̶

３
２
２
２
）

鳥
取
市
公
設
地
方
卸
売

市
場
審
議
会
委
員

東
部
広
域
バ
ス
ツ
ア
ー

参
加
者

　

ジ
ゲ
の
良
さ
を
再
発
見
し
て
、

地
産
地
消
を
体
験
す
る
バ
ス
ツ
ア

ー
「
鳥
取
産
ま
る
ご
と
八
頭
東
コ

ー
ス
」
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

10
月
30
日
（
土
）
午
前
９

時
10
分
〜
午
後
５
時（
雨
天
決
行
）

コ
ー
ス　

各
乗
降
場
所

〜
鳥
取
駅
南

口
〜
鳥
取
駅

↓
若
桜
駅
〜

氷
ノ
山
響
の

森
・
昼
食
〜

八
東
町
・
り

ん
ご
狩
り
〜
船
岡
町
・
き
の
こ
園

〜
郡
家
町
・
因
久
山
焼
窯
元
〜
鳥

取
駅
南
口
〜
各
乗
降
場
所

※
コ
ー
ス
は
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

募
集
人
数　

80
人

対
象　

小
学
生
以
上
（
小
学
生
は

保
護
者
同
伴
）

参
加
費　

１
０
０
０
円（
昼
食
代
）

応
募
方
法　

往
復
は
が
き
に
、
参

加
者
全
員
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
郵
送

（
は
が
き
１
枚
に
つ
き
５
名
ま
で
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

応
募
期
限　

９
月
30
日（
木
）
必
着

応
募
先　

鳥
取
県
東
部
広
域
行
政

管
理
組
合
総
務
課
（
〒
６
８
０̶

０
０
５
２
鳥
取
市
鍛
冶
町
18̶

２
・

☎
20̶

０
２
９
３
・
ｅ
メ
ー
ルkik

aku@
east.tottori.tottori.jp

）

24時
間

体制
で

受付
！

　消費に関する相談や行政サービスの窓口案
内など、市民生活に関する相談窓口を 5月 28
日に開設しました。7月31日現在の相談内容・
件数は、右表のとおりです。
　市民のみなさん、消費生活に関する困りご
となどがありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。プライバシ̶は固く守ります。

と　　　き と　こ　ろ 電　　　話
市役所開庁時（平日＝午前
8時30分～午後5時15分）

市役所本庁舎1階
市民参画課内相談室（0857）20ー4

し

 8
や

 9
く

4
しょ

市役所閉庁時（平日＝午後
5時 15分～翌日午前8時
30分、土、日、祝、年末年始）

（090）8715ー9280

相　談　内　容 件　数
不当請求 89
悪質商法 14
クーリングオフ 4
多重債務、ヤミ金融 20
契約・書面、約束不履行 7
自己破産、調停 7
クレジットカード 2
詐欺 4
税金問題 1
住宅問題 4
市役所窓口案内 12
遺言、相続 5
その他 47

合　　　　　計 216

■問い合わせ先　市民参画課（☎20－3158)

【相談実績】（5月28日～7月31日）

■相談内容
　 ▽悪徳商法、ヤミ金融、不当請求など
　 ▽行政サービスに関すること

鳥取市「くらし110番相談窓口」
　　をご利用ください！
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